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〔平成２６年１２月１０日（水曜日）〕 

◆田中 元三郎 議員 

１ 学校における諸問題について   

(1) 平成２７年度新入学児童について 

・新入学児の就学時健康診断予定者は何人で、全て健康診断を受けたか 

・未受診の児童はいるのか。その後の追跡は 

・就学時健康診断で問題があると確認された児童数と内容は 

・保護者への連絡と保護者との就学相談に至った数 

・外国人の児童、語学指導の必要な児童、その対応 

(2) 特別支援学級の設置について 

・平成２７年度分について特別支援学級の施設面での準備の進捗は、教員の準備は 

・市内の特別支援学級への児童生徒数は 

・平成２７年度の特別支援学級に新たに入級の予定者数は 

・平成２７年度のさわやかスク－ルサポ－ト事業の必要人数は、どのようになっているか 

・平成２６年度はアッピ－スマイルサポ－タ－７５人、アッピ－スマイル教員４人 現状での教員

の充足率は 

(3) 各学校の児童数について 

・各小学校の児童数に大きな差が生じているが、いろいろな面での学習上の不公平やデメリット

が生じる 学童保育の定員オ－バ－ 体育施設 パソコン  改善の考えと実行は 

(4) 就学援助事業について 

・新たな入学予定者で就学援助の必要な児童数は 

・準・要保護児童数は 

・生活支援課との連携は 

(5) 持続可能な開発のための教育について 

・持続可能な開発のための教育について、学校現場の担当者は認識しているか 

・小・中学校の学習の中で、これらの理念が生かされている学習内容の実例は 

２ ＬＥＤ化について   

・学校のＬＥＤ化の現状と今後の考えは 

 

◎学校における諸問題について   

平成２７年度新入学児童について （学校教育部長 答弁） 

○新入学児の就学時健康診断予定者は何人で、全て健康診断を受けたか。 

就学時健康診断受診予定者数は１，９０１人で、現在のところ受診者数は１，８９５人である。 

 

○未受診の児童はいるのか。その後の追跡は 

就学時健康診断の未受診児童数は６人であった。そのうち、体調不良等による未受診者は４人いる。現

在、健診を実施する医療機関の指定および実施時期の調整を進めている。また、それ以外の２人について

は、外国籍児童であり、うち１人は日本国外に居住しており、来年度、就学はしない。残り１人については、関

係各課から情報を収集するとともに、入国管理局へ照会し、所在の確認に努めているところである。 
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○就学時健康診断で問題があると確認された児童数と内容は 

就学時健康診断で問題があると確認された児童は２０人である。具体的には、知的発達の遅滞の疑いや

検査時に教員からの指示が理解できないなどの内容があった。 

 

 

○保護者への連絡と保護者との就学相談に至った数 

２０人全員の保護者に連絡し、全員が就学相談に至っている。 

 

○外国人の児童、語学指導の必要な児童、その対応 

就学時健康診断を受けた児童のうち、外国人の児童は、２１人であった。また、語学指導が必要と想定さ

れる児童は、６人であった。「その対応」であるが、入学後、各小学校で、語学指導が必要であると判断され

た場合には、教育委員会から、当該児童の母語が堪能な日本語指導員を派遣している。なお、外国語では

中国語が最も多かった。 

 

特別支援学級の設置について 

○平成２７年度分について特別支援学級の施設面での準備の進捗は、教員の準備は 

施設面での工事は完了しており、現在は、教室内の備品の整備を進めているところである。教員について

は、学級数に応じて、県教育委員会から配当されるが、教育委員会では特別支援教育への理解を深めるた

め、新たに特別支援教育研修会を実施し、特別な支援を要する児童生徒への指導力の向上に努めていると

ころである。 

 

○市内の特別支援学級への児童生徒数は 

平成２６年１２月１日現在、特別支援学級の児童生徒数は、小学校１０４人、中学校７８人である。平成２

７年度については、現在、小学校１１０人、中学校７３人が入級する見込みである。 

 

○平成２７年度の特別支援学級に新たに入級の予定者数は 

現在のところ、２４人が新たに入級する予定である。 

 

○平成２７年度のさわやかスク－ルサポ－ト事業の必要人数は、どのようになっているか 

アッピ－スマイルサポ－タ－については、今年度は５人増員し、７５人である。来年度についても同程度と

考えている。 

 

○平成２６年度はアッピ－スマイルサポ－タ－７５人、アッピ－スマイル教員４人 現状での教員の
充足率は 

アッピ－スマイルサポ－タ－については、各学校からの申請を総合的に判断し、年度当初７３人を配置し、

その後２人を追加配置し、７５人となっている。また、アッピ－スマイル教員については、学級数の変動により、

５人を追加し、９人配置している。 
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特別支援学級の設置について 

○各小学校の児童数に大きな差が生じているが、いろいろな面での学習上の不公平やデメリットが
生じる 学童保育の定員オ－バ－ 体育施設 パソコン 改善の考えと実行は 

学校教育法施行規則では、「小中学校の学級数は１２学級以上１８学級以下を標準とする。」と規定して

いる。本市においても、この規定を標準とし、これに近づけられるよう、「上尾市立小・中学校通学区域検討

協議会」の助言を得ながら、「調整区域の設定を含む通学区域の変更」を行っているところである。今後も、

地域の実情なども考慮しながら、「通学区域の変更」を検討し、実施していきたいと考えている。 

 

就学援助事業について 

○新たな入学予定者で就学援助の必要な児童数は 

新入学児童の保護者には、今後予定される各学校での「入学説明会」で「お知らせ」を配布し、説明する。

その後、申請の受付を開始することから、現時点では、把握できていないが、今年度の入学した児童で、就

学援助を受けている児童は、現在１５２人いる。 

 

○準・要保護児童数は 

新たな入学予定者における準要保護・要保護児童の数であるが、現在、把握はできておりませんが、今年

度入学した児童で、「就学援助を受けている児童」である準要保護児童１５２人と「生活保護世帯の児童」７

人を合わせ、１５９人である。 

 

○生活支援課との連携は 

生活支援課との連携については、対象となる児童等がいる生活保護受給世帯が、就職等による所得状況

の変化に伴い、生活保護の受給を辞退した場合などには、就学援助の手続きの案内をするなど、遅滞なく就

学援助の申請ができるようにしているところである。 

 

 

持続可能な開発のための教育について 

○持続可能な開発のための教育について、学校現場の担当者は認識しているか 

上尾市では、昨年度、今年度と、すでに持続可能な開発のための教育について、小・中学校の環境教育

主任対象の研修を実施しており、十分認識している。また、小学校では社会科、中学校では社会科、理科、

技術・家庭科の教科書に持続可能な社会の形成についての記載があり、教科においても指導している。 

 

○小・中学校の学習の中で、これらの理念が生かされている学習内容の実例は 

小学校では社会科、中学校では、社会科、理科、技術家庭科などで、地球が抱えている多くの環境問題

や、持続可能な社会の必要性について考える学習をしている。さらに、総合的な学習の時間においては、共

に生きていこうとする考え方やものの見方を育てることや、環境に対して自分達に何ができるかを考えることな

ど、他人、社会、自然環境との「関わり」や「つながり」を意識した学習に取組んでいる。 
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ＬＥＤ化について （教育総務部長 答弁） 

○学校のＬＥＤ化の現状と今後の考えは 

学校でのＬＥＤ照明の設置は、耐震補強工事と同時に実施したトイレ改修工事や、富士見小学校、中央小

学校校舎改築工事の際にトイレ照明をＬＥＤ化している。省エネやＣＯ２削減を進めるうえでも学校照明のＬＥ

Ｄ化を推進していきたいと考えているが、照明機器を交換する際には、天井、壁などの内装改修や老朽化し

ている電気配線などの交換も合わせて実施したいため、今後計画している校舎の長寿命化や老朽化対策の

中で検討していく。 
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◆道下 文男 議員 

１ ごみ減量対策について  

・学校における食育の現状の取組みは 

・栄養教諭及び学校栄養職員の配置状況は 

・栄養教諭及び学校栄養職員の役割は 

・栄養教諭及び学校栄養職員を全校配置にする事に対しての見解は 

 

ごみ減量対策について （学校教育部長 答弁） 

○学校における食育の現状の取組みは 

各学校では、食に関する指導についての全体計画及び年間指導計画を作成し、食事の重要性・望まし

い栄養や食事のとり方・感謝の心・食事のマナ－等の食育について、給食の時間や各教科・特別活動等の

学校教育活動全体を通して取組んでいる。さらに栄養教諭及び学校栄養職員が専門的知見を活かし、日

常の指導や授業を行っている。 

 

 

○栄養教諭及び学校栄養職員の配置状況は 

今年度は、県の教職員配当基準により、小学校で１４校、中学校で３校に配置している。なお、そのうち栄

養教諭は小学校９校、中学校２校に配置している。 

 

 

○栄養教諭及び学校栄養職員の役割は 

栄養教諭及び学校栄養職員は、学校給食全般に携わっており、給食の献立の検討・作成、給食で使用

する物資の選別等を行い、それぞれの学校において食育推進の中心的な役割を担っている。 

 

 

○栄養教諭及び学校栄養職員を全校配置にする事に対しての見解は 

栄養教諭及び学校栄養職員については、今年度は、上尾市に１４名が配置されている。配置されていな

い学校には、配当されている栄養教諭及び学校栄養職員が巡回指導及び授業を実施している。栄養教諭

及び学校栄養職員については、児童生徒数に応じて、県から配当されており、基準の緩和が望まれるところ

である。 
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◆平田 通子 議員 

１ 瓦葺地域にも生涯学習施設を   

(1)  市内の生涯学習の学びの場の状況は 

(2)  瓦葺地域における生涯学習の学びの場の計画は 

 

◎瓦葺地域にも生涯学習施設を  （教育総務部長 答弁） 

市内の生涯学習の学びの場の状況は  

教育委員会では、市内６地区に各１館ずつ、計６館の公民館を生涯学習活動の支援や相談、各種情報

の提供、様々な学びの場を提供する地域の拠点施設として位置付けており、年間約２８万人の利用がある。

また、このほかに市民の皆様の生涯学習活動の場として、富士見小学校・平方東小学校・芝川小学校の３

校において、特別教室の開放事業を実施しており、年間約８千人の利用がある。 

 

 

 

瓦葺地域における生涯学習の学びの場の計画は 

図書館瓦葺分館には集会室があり、生涯学習活動も含め年間約２千６百人の利用がある。また、瓦葺地

域には市民相互のふれあいと交流を促進し、心身の健康と保持増進を図ることを目的として設けられた「瓦

葺ふれあい広場」がある。このふれあい広場には、多目的広場と集会室兼体育室や活動室からなる施設が

あり、ダンス、卓球、ヨガ、フェンシングなどのスポ－ツのほか、オカリナやパソコンといった活動など、年間約

１万３千５百人の利用がある。地域の方々には、生涯学習施設と併せてご活用いただければと考えている。

現時点では、公民館などの生涯学習を推進する施設を新たに建設する予定はないが、今後も、６公民館体

制を堅持しながら、更なる生涯学習の充実を図るよう努めていく。 
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〔平成２６年１２月１１日（木曜日）〕 

◆池野 耕司 議員 

１ 国際化の進展と学校教育について  

(1)  小・中学校に在籍している外国人児童生徒は何人か 

(2)  外国人児童生徒に日本語・日本文化や伝統をどのように理解させ、交流を行っているか 

(3)  外国語教育の全体計画・年間指導計画の内容について 

(4)  英語を使って人前で話す機会を設定し、コミュニケ－ション能力の向上をどのように行っているか 

(5)  学習指導要領が制定され、国旗及び国歌について児童生徒に対する具体的指導と意識向上は

どのように行われているか 

(6)  国旗及び国歌に関する法律が制定されてから保護者や現場の様子について 

・小中学校に在籍している外国人の在籍校数と学年別状況 

・日本語指導員の指導体制について 

・小・中学校の各学年に対する目標と達成状況、また、具体的に英語能力をどの様に認識されて

いるか。特に中学３年生の３級程度能力の状況 

・小学校では、英語で物語を考える活動を行っているとの答弁であるが、具体的にどんな状況なの

か、どんな資料があるのか 

・中学校英語授業では少人数学習、ＡＬＴを活用し、聞く、話す、読む、書くの総合的なコミュニケ

－ション能力の基礎を図っているが、教える教員の英語能力をどの様に把握しているか。資格取

得状況についてお伺いする 

◎国際化の進展と学校教育について  （学校教育部長 答弁） 

小・中学校に在籍している外国人児童生徒は何人か  

小学校６６人、中学校３９人、合計１０５人である。 

 

 

外国人児童生徒に日本語・日本の文化や伝統をどのように理解させ、交流を行っているか  

外国人児童生徒についても、他の日本人児童生徒とともに、日常の学校生活や日々の教科学習を通し

て、日本の文化や習慣、マナ－を学んでいる。また、日本語が理解できない等、個別学習が必要な場合に

は、日本語指導員を派遣し、日本語や日本文化の理解が深まるよう指導している。 

 

 

外国語教育の全体計画・年間指導計画の内容  

全体計画は、外国語教育の目標を達成するための方策を具体的に示した教育計画であり、具体的には目

標やねらい、他教科等との関連が示されている。年間指導計画は、各学年が学期・月ごとに、どのような学習

をするのかを示した指導計画で、具体的には、あいさつや数字等の単語の発音、簡単な会話、外国文化の

理解について、どのように学習をするのかが示されている。 
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英語を使って人前で話す機会を設定し、コミュニケ－ション能力の向上をどのように行っているか   

上尾市では、英語を母国語とするＡＬＴを全小・中学校に配置しており、小学校では、英語の単語の発音

や英語で物語を考える活動等を行っている。また、発達の段階に応じて、他の活動や日常でのＡＬＴとの触

れ合いを通して、コミュニケ－ション能力の素地を養う取組みを行っている。中学校では、少人数グル－プで

の学習やＡＬＴとの会話を通して、聞くこと・話すこと・読むこと・書くこと等、総合的なコミュニケ－ション能力の

基礎の育成を図っている。 

 

学習指導要領が制定され、国旗及び国歌について児童生徒に対する具体的な指導と意識向上は

どのように行われているか   

国旗及び国歌の取り扱いについて、学習指導要領では、社会科、音楽科、特別活動に示されている。 

社会科では、日本と諸外国との関わりを学習する中で、国旗及び国歌の意義の理解や、それらを尊重する

態度を育てることを指導している。音楽科では、国歌「君が代」の歌詞の意味を学び、いずれの学年において

も歌えるよう指導している。また、特別活動で示されているように、学校行事や儀式等では、国旗を掲揚し、

国歌を斉唱するよう指導し、意識の向上を図っている。 

 

国旗及び国歌に関する法律が制定されてから保護者や現場の様子   

上尾市のすべての小・中学校では、入学式、卒業証書授与式等の式典や、運動会や体育祭等の学校行

事において、式場等に国旗が掲揚されるとともに、国歌が斉唱されており、本市においても、国旗及び国歌が

尊重されているものと考えている。 

 

○小中学校に在籍している外国人の在籍校数と学年別状況 

外国人の「在籍校数」であるが、市内小学校２２校のうち、１８校、中学校は、全校である。「学年別状況」

であるが、小学生の児童は、１年１５人、２年１１人、３年９人、４年１４人、５年８人、６年９人である。中学生

の生徒は、１年１３人、２年１２人、３年１４人である。 

 

○日本語指導員の指導体制について 

日本語指導を必要とする児童生徒の母語に堪能な指導員を派遣しているので、特に母語の研修は行って

いないが、採用面接時に、守秘義務などの職員としての服務などについて指導するほか、各校長も、指導員

から日本語指導の報告を受ける中で、児童生徒の理解や日本語指導の効果が高まるよう具体的に指導し

ているところである。 
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○小・中学校の各学年に対する目標と達成状況、また、具体的に英語能力をどの様に認識されて
いるか。特に中学３年生の３級程度能力の状況 

小学校外国語活動の目標については、外国の言語や文化を理解すること、外国語に慣れ親しむこと、コミ

ュニケ－ション能力の素地を養うこととなっている。授業では、その日のねらいとする内容を明確にし、全員達

成に向けてＡＬＴと一緒に取組む中で、達成できたかどうかを確認している。また、中学校外国語の目標は、

文化の理解を深め、積極的にコミュニケ－ションを図り、聞くこと、話すこと、読むこと、書くこと等のコミュニケ

－ション能力の基礎を養うこととなっている。達成状況については、日々の授業の取組状況、定期テストや実

力テストの結果等から把握している。中学校３年生で、英語検定３級以上の英語力がある生徒の割合は、平

成２５年度公立中学校英語教育実施状況調査において、約３０％であった。 

 

 

○小学校では、英語で物語を考える活動を行っているとの答弁であるが、具体的にどんな状況な
のか、どんな資料があるのか 

小学校６年生の学習で、「桃太郎」の登場人物のセリフを英語で考え、物語を創作し、発表し合う活動を行

っている。資料については、文部科学省から配布されている外国語活動教材“Ｈｉ， ｆｒｉｅｎｄｓ！”（ハイ・フレン

ズ）を活用している。 

 

 

○中学校英語授業では少人数学習、ＡＬＴを活用し、聞く、話す、読む、書くの総合的なコミュニケ
－ション能力の基礎を図っていますが、教える教員の英語能力をどの様に把握しているか。資
格取得状況についてお伺いする 

中学校英語担当教員は、大学において、英語の履修課程を修了し、教員免許を取得している。採用後も、

様々な研修をとおして英語能力の向上を図っており、学校訪問をとおして、把握している。また、資格取得状

況であるが、各種資格取得試験は任意のものであるので英語教員が資格を取得しているわけではないが、英

語検定準１級以上等を取得している者は、約２５％である。
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◆鈴木 茂 議員 

１ 中学校教諭勤務時間問題について  

・上尾市内の中学校教諭の勤務時間の実態は、その時間数は１週間でどのくらいか 

（１日何時間か） 

・中嶋哲彦・名古屋大学教授（教育行政）「勤務時間が過剰に長いと授業の質に影響する上、

病気休職者の増加につながり、非常に問題だ」と指摘する。市内の教員の病気休職の数とそ

の近年の増減は。勤務時間の超過との関係は 

・中学校の部活動は、教育課程上どのような位置付けになっているか 

・中学校教諭の顧問は、どのような位置付けになっているのか 

・全教員が顧問との事だが、１日７時間４５分の勤務時間で何時から何時までが部活動の時間

になるのか。勤務時間内におさまるのか。 

・新聞記事によると部活動の時間が勤務時間を長くしている原因と書かれているが、上尾市内

中学校の部活動の時間はどうなっているのか 

・市では公立中学校の部活動は、どうあるべきと考えているのか 

・公立の中学校は私立とは違うので、地域に根差した部活動であるべきと考えるが、教育委員

会の考えは 

・長野県教育委員会が設置した有識者会議では、勝利至上主義に偏らない生徒の自発的な

活動を促す指導を求め、１．週に２日は休養にあてる ２．平日の練習は放課後の２時間程度

が適切 ３．休日の練習は、午前、午後にわたらない ４．朝練は原則として行わない などを

提言した。上尾市では１～４の提言はどのようになっているか 

・市では教員の部活動の負担をどのように考えているのか 

・部活動の負担を軽減する方策として名古屋市では、「外部顧問」制度を導入しているとのこ

と。上尾市でも検討したらどうか 

・部活動指導員を配置しているとのこと。部活動指導員に休日等の練習や試合の引率は可能

なのか 

・新聞記事によると書類作成などの事務作業の時間も５．５時間とＯＥＣＤ参加国平均（２．９）

時間のほぼ２倍でこれが長時間勤務の要因との事。上尾市内の小中学校の実態は また、改

善方法は 

・上尾市でも教師が授業に専念できるよう制度を考えたらどうだろうか 

・給食や教材費等の未納者は、いるのか。それらの集金が担任の仕事になり、時間を取られた

りしていることはないか 

・瓦葺中学校の研究主題は「確かな学力を身につけた生徒の育成」～個々の学力の向上を図

る指導方法の研究～だったがほかの学校ではどのようなテ－マで研究発表をしているのか 

・職員の研修はとても大切だと考えるが、研究発表が教員の勤務超過に繋がっていないのか。

また負担軽減の対策は 
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２ 新図書館と若者自立支援ル－ムについて 

・新中央図書館構想は現在どのような段階にあって、今後の建設はどのようなスケジュ－ルに

なっているのか 

・新図書館が建設された場合に現在の図書館はどうなるのか 

・今の図書館が残るという時は、どんな条件になるのか 

・新中央図書館は交通の便が悪いと思われるが対策は。名称は「中央図書館」なのか 

・新中央図書館には学習室の併設が必要と考えるが市の考えは 

・浅間台地区には浅間台囃子連があるが、市内ではどんな伝統芸能があり、どのように守るの

か 

・浅間台囃子連では練習の音がうるさいとトラブルとなっている。障害は他の地区でもあるのか 

・新中央図書館に伝統芸能を守る団体が利用できる部屋を創設してはどうか 

・浅間台の囃子連のような問題を市はどのように援助しようとしているのか 

・若者自立支援ル－ムを新中央図書館に併設するか、現在の図書館に作ってはどうか 

 

３ 高齢者の生きがい・社会参加の推進と子育て支援 

・放課後の安全はどのように確保しようとしているのか 

・小学校低学年の下校の見守りを積極的に元気な高齢者にお願いしたらどうか 

・シングルマザ－の家庭等に代わり、元気な高齢者が朝の旗当番をすれば子育て支援ができ

て良いのではないか 

 

 

中学校教諭勤務時間問題について  （学校教育部長 答弁） 
○上尾市内の中学校教諭の勤務時間の実態は、その時間数は１週間でどのくらいか 

（１日何時間か） 

教員の勤務時間については、１日７時間４５分、週あたり３８時間４５分である。校長が勤務の割振りを適

正に行っており、法令等により、臨時又は緊急のやむを得ない必要がある場合を除き、時間外勤務を命ず

ることはない。仮に、会議や行事、生徒指導等で勤務時間を超えた場合には、校長が勤務時間の割振り変

更を適切に行っている。しかしながら、勤務開始時刻よりも早く入校する教員や勤務時間終了後、遅くに退

校する教員もいる。 

 

 

○中嶋哲彦・名古屋大学教授（教育行政）「勤務時間が過剰に長いと授業の質に影響する上、病
気休職者の増加につながり、非常に問題だ」と指摘する。市内の教員の病気休職の数とその近
年の増減は。勤務時間の超過との関係は 

市内中学校教諭の病気休職者の数は、平成２３年度４名、２４年度２名、２５年度１名、２６年度３名とな

っており、著しい増減はない。現在、休職中の者は、精神疾患が２名、その他の疾病が１名となっており、勤

務時間との関係は特にないと思われる。 

 

 

○中学校の部活動は、教育課程上どのような位置付けになっているか 

学習指導要領で、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるように留意するものとされている

ことから、本市でも、学校教育の一環と位置付け、部活動の充実に努めている。 

 

 

○中学校教諭の顧問は、どのような位置付けになっているのか 

部活動の顧問は、校務分掌に位置付けられており、全教員が指導にあたっている。 
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○全教員が顧問との事だが、１日７時間４５分の勤務時間で何時から何時までが部活動の時間に

なるのか。勤務時間内におさまるのか。 

部活動は、生徒の自主的な活動であり、午後４時から、夏季は、概ね午後６時まで、冬期は、概ね午後５

時までである。教師は、全ての時間に立ち会うことがないこともあるが、必要な指示を与えるとともに、安全面

を考慮し、顧問同士で連携をとり、複数の部活動を見ることやＰＴＡの協力を得て、活動の様子や終了の確

認を行っている。 

 

 

○新聞記事によると部活動の時間が勤務時間を長くしている原因と書かれているが、上尾市内中
学校の部活動の時間はどうなっているのか。 

各学校では、活動時間を日没を目安として決めており、夏期の活動時間は、概ね２時間、冬期において

は、概ね１時間となっている。 

 

 

○市では公立中学校の部活動は、どうあるべきと考えているのか 

部活動は、スポ－ツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲や責任感、連帯感を高め、互いに協力し

合って友情を深めるといった好ましい人間関係を形成する等、生徒にとって意義のある活動と考えている。 

 

 

○公立の中学校は私立とは違うので、地域に根差した部活動であるべきと考えるが、教育委員会
の考えは 

部活動については、生徒の健全な育成に資するものであり、この意義を十分に踏まえ、地域や学校の実

態に応じて行うべきものであると考えている。 

 

 

○長野県教育委員会が設置した有識者会議では、勝利至上主義に偏らない生徒の自発的な活
動を促す指導を求め、１．週に２日は休養にあてる ２．平日の練習は放課後の２時間程度が適
切 ３．休日の練習は、午前、午後にわたらない ４．朝練は原則として行わない などを提言し
た。上尾市では１～４の提言はどのようになっているか。 

休養日については、各学校が、生徒や教員の負担にならないよう週１回の休養日を設けるようになってい

るが、部活動によって差異がある。練習時間については、平日は、２時間程度であり、休日は、一部の部活

動で練習試合で長時間にわたることがあるが、多くの部活動は、２～３時間程度となっている。また、朝練習

については、各中学校で判断し、行う場合には、無理のない時間帯で行っている。 

 

 

○市では教員の部活動の負担をどのように考えているのか 

各学校では、１つの部活動を複数の教員が顧問として担当するなど、教員の負担軽減を図っている。教

育委員会としても、教員が無理なく部活動を担当できるよう技術面や指導面で顧問を支援するため、部活

動指導員を配置している。 

 

 

○部活動の負担を軽減する方策として名古屋市では、「外部顧問」制度を導入しているとのこと。

上尾市でも検討したらどうか 

本市においては、平成１４年度から、既に部活動指導員を配置しており、今年度は、市内の全中学校に、

４５名を配置している。 
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○部活動指導員を配置しているとのこと。部活動指導員に休日等の練習や試合の引率は可能な
のか 

土、日などの休日の練習や引率については、必ず顧問が行っており、部活動指導員は、顧問とともに練

習や引率を行い、単独で引率を行う事はできない。 

 

 

○新聞記事によると書類作成などの事務作業の時間も５．５時間とＯＥＣＤ参加国平均（２．９）時
間のほぼ２倍でこれが長時間勤務の要因との事。上尾市内の小中学校の実態は また、改善
方法は 

上尾市では、教員一人一人にＬＡＮで結ばれたパソコンを配備し、デ－タの共有化やデジタル教材の活用

により、事務の効率化を図っており、長時間の勤務にならないよう努めているところである 

 

 

○上尾市でも教師が授業に専念できるよう制度を考えたらどうだろうか 

家庭訪問については、本市においても、各中学校配置のスク－ルカウンセラ－やさわやか相談室相談員

の他、教育センタ－のスク－ルソ－シャルワ－カ－が、課題のある家庭への訪問を行い、寄り添いながら

様々な悩みを聞くなど、家庭との信頼関係を築きながら、担当と連携し、問題の解決にあたっている。 

 

 

○給食や教材費等の未納者はいるのか。それらの集金が担任の仕事になり、時間を摂られたりし
ていることはないか 

給食費、教材費等の未納の全くない学校もあるが、未納がある場合については、担任だけでなく、管理職、

学校事務職員、学年主任も担っており、学校全体で取組んでいるところである。 

 

 

○瓦葺中学校の研究主題は「確かな学力を身につけた生徒の育成」～個々の学力の向上を図る
指導方法の研究～だったがほかの学校ではどのようなテ－マで研究発表をしているのか 
今年度研究発表をする学校のテ－マは、学習指導方法の工夫改善についての研究が３校、国語科の研

究が１校、算数科の研究が３校、体育科の研究が１校、道徳教育の研究が２校、生徒指導の研究が１校と

なっている。 

 

 

○職員の研修はとても大切だと考えるが、研究発表が教員の勤務超過に繋がっていないのか。ま
た負担軽減の対策は 
研究発表へ向けた学校研究は、教員にとって最も大切な研修の機会であり、授業や放課後の職員研修

会の中で行われ、勤務時間内に計画的に進められている。また、教育委員会では、掲示物をデジタル化し

たり、研究発表会で配布する資料の簡潔化を行ったりするなど、指導しているところである。 
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新図書館と若者自立支援ル－ムについて  （教育総務部長 答弁） 
○新中央図書館構想は現在どのような段階にあって、今後の建設スケジュ－ルはどうなるのか 

現在の段階であるが、市民懇話会の意見を参考とし、（仮称）上尾市中央図書館基本構想を策定した。

また、候補地の用地測量を実施した。「今後の建設スケジュ－ル」であるが、平成２７年度は基本設計、平

成２８年度以降、順次実施設計・用地取得・建設工事を予定し、最短で平成３１年度のオ－プンを予定して

いる。 

 

 

○新中央図書館建設後、現在の図書館はどうなるのか 

現本館の活用に関しては、上尾市図書館サ－ビス計画や今後策定される公共施設マネジメントの中で総

合的に検討していく。 

 

 

○今の図書館が残るという時は、どんな条件となるのか 

図書館を残すかどうかについては、平成２７年度に行う上尾市図書館サ－ビス計画の見直し及び今後策

定される市全体の公共施設マネジメントの中で総合的に検討していく。 

 

 

○新中央図書館は交通の便が悪いと思われるが対策は。名称は「中央図書館」なのか 

「交通の便」であるが、図書館の利用者アンケ－トによると、自転車、バイクが最も多く、続いて車が多くな

っている。その点で駐輪場や駐車場スペ－スの確保が最も重要な課題であると思われる。候補地が北上尾

駅から徒歩１８分程度の位置にあり、公共交通機関としては、上尾駅から路線バスも運行されている沿線に

位置している。今後、市内循環バス・ぐるっとくんを含め運行ル－トや運行時刻などを関係部署と検討してい

く。 「中央図書館」の名称であるが、図書館網の中核施設と考えているが、あくまで仮称なので今後検討さ

せていただく。 

 

 

○新中央図書館には学習室の併設が必要と考えるが市の考えは 

「学習室の併設」であるが、閲覧・学習スペ－スの拡大は重要なめざす機能の一つなので、ゆったりと学

習や閲覧ができる座席数を確保し、滞在性のある施設の充実を図っていく。 

 

 

○浅間台地区には浅間台囃子連があるが、市内ではどんな伝統芸能があり、どのように守るのか 

上尾市内における伝統芸能は、市指定文化財として、畔吉地区の万作踊りとささら獅子舞、藤波地区の

ささら獅子舞と餅つき踊り、堤崎の祭りばやしが伝承されている。市登録文化財としては、浅間台囃子連の

ほか１５地区で祭りばやしが伝承されている。上尾市では、これらの無形民俗文化財について、用具の修繕

や新調等の際に予算の範囲内で補助し、保存と活用の措置を講じているところである。また、平成２３年度・

２４年度には保存会の皆様に御協力いただき、上尾市無形民俗文化財活用活性化実行委員会を組織し

て、記録保存や普及啓発のための映像記録を作成した。 

 

 

○浅間台囃子連では練習の音がうるさいとトラブルとなっている。障害は他の地区でもあるのか 

現在のところ、浅間台囃子連から練習の音について相談をいただいているが、その他の団体からはこうし

た相談は受けていない。 
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○新中央図書館に伝統芸能を守る団体が利用できる部屋を創設してはどうか 

「伝統芸能を守る団体が利用できる部屋」であるが、現在、郷土資料スペ－スの充実や多目的室は検討

しているが、内容が音楽室のような使い方になるため、現段階では、考えていない。 

 

 

○浅間台の囃子連のような問題を市はどのように援助しようとしているのか 

上尾市としては、今後も無形民俗文化財の保持団体が伝承活動を行っていけるよう、補助事業の実施

などを含めて団体と相談していきたいと考えている。 

 

 

○若者自立支援ル－ムを新中央図書館に併設するか、現在の図書館に作ってはどうか 

新中央図書館と異なる機能を持つ施設の複合化は難しいと考えるが、今後計画される図書館の「青少

年スペ－ス」におけるグル－プ学習や、図書資料を有効に利用していただき、若者の自立支援に役立てて

いただきたいと考える。また、新中央図書館開設後の現図書館本館の利用については、先程答弁申した上

尾市図書館サ－ビス計画や現在検討されている公共施設マネジメントにおいて、市の全体計画の中で検討

していく。 

 

 

 

高齢者の生きがい・社会参加の推進と子育て支援  （学校教育部長 答弁） 
○放課後の安全はどのように確保しようとしているのか 

児童生徒の下校については、現在、ＰＴＡや学校応援団、それぞれの事務区が見守り活動や、学校防犯

パトロ－ルの活動を行っており、放課後の安全確保に努めているところである。 

 

 

○小学校低学年の下校の見守りを積極的に元気な高齢者にお願いしたらどうか 

小学校低学年の下校時の見守りとしては、多くの高齢者の方々にも、ボランティア活動としてご協力いた

だき、地域によっては児童よりも多くの方々に行っていただいているところもある。今後も引き続きご協力して

いただきたい。 

 

 

○シングルマザ－の家庭等に代わり、元気な高齢者が朝の旗当番をすれば子育て支援ができて
良いのではないか 

各学校では、ＰＴＡや学校応援団が自ら、学校の実情に応じて、児童・生徒の安全を見守っている。今後

も、地域の高齢者の方々から積極的に、お力添えをいただければと考えている。 
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〔平成２６年１２月１２日（金曜日）〕 

◆井上 茂 議員 

１ 中学校の通級指導教室の設置と特別支援学級の取組について  

・上尾市特別支援教育基本方針による中学校の通級指導教室設置の見通し 

・特別支援学級間のネットワ－ク機能の充実について 

・巡回指導の充実について 

 

中学校の通級指導教室の設置と特別支援学級の取組について   （学校教育部長 答弁） 

○上尾市特別支援教育基本方針による中学校の通級指導教室設置の見通し 

平成２８年度に上尾中学校へ、発達障害・情緒障害通級指導教室を設置する予定である。 

 

 

 

○特別支援学級間のネットワ－ク機能の充実について 

本市では、特別支援学級設置校で組織されている、上尾市特別支援学級設置校連絡協議会が中心とな

り各校の情報交換を行うとともに、合同作品展や交流会などの実施を通して、共通する課題の把握や各学

校間の連絡調整を行うなど特別支援学級間のネットワ－クを構築し、連携を図っているところである。今後、

特別支援学級の整備・充実に伴い、各地区をブロックとした連携協力体制、ネットワ－ク機能の一層の充実

にも努めて参りたいと思う。さらに上尾市特別支援教育基本方針に示されているとおり、上尾市教育センタ－

を、上尾市特別教育のセンタ－的な役割を担う拠点と位置付け、関係諸機関との協力体制を一層確立し、

支援体制の充実、有機的なネットワ－クの構築を推進していく。 

 

 

 

○巡回指導の充実について   

現在、県立特別支援学校は県教育委員会の方針に基づき、地域における特別支援教育のセンタ－的機

能を担っている。特に特別支援教育コ－ディネ－タ－は校内の授業を担当せず、巡回指導を専門的に行い

特別支援学校の通学区域内の幼稚園、小学校、中学校等において、指導・援助を行う事となっている。上

尾市では、これらにより関連する県立特別支援学校３校と連携を図り、市内全小中学校で、特別支援教育コ

－ディネ－タ－による巡回指導を積極的に活用している。県立特別支援教育コ－ディネ－タ－の専門的な

視点から通常学級や特別支援学級の担任が、きめ細やかで具体的な指導・助言を受けることにより教職員

の特別支援教育に対する理解・促進と校内指導体制の整備充実が図られているところであるので、今後もさ

らに特別支援教育コ－ディネ－タ－の巡回指導を積極的に活用していく。 
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◆町田 皇介 議員 

１ 教育行政について  

(1)  いじめ、不登校 

① 市内小中学校におけるいじめ、不登校の現状（認知件数の過去５年間の推移） 

② いじめ認知後の対応と解消について 

③ いじめの未然防止と早期発見のための対応 

④ いじめ問題対策連絡協議会等の設置条例も成立したが、その後の動向は 

(2)  危険ドラッグ 

① 小中学生の早い段階からの危険ドラッグの危険性の周知、啓発など、教育現場での指導

の現状について 

(3)  小中一貫教育 

① 小中一貫教育における文部科学省の研究校や北本市の取組についての検討結果 

② 今後導入していく考えは 

・児童生徒、保護者、教職員との信頼関係を築き、適切且つ迅速な対応を行うためにも複数

年にわたり同じ相談員やスク－ルカウンセラ－からカウンセリングを受けられることが重要だと思

うが、現状は 

・危険ドラッグの教職員に対する研修体制は 

・危険ドラッグの保護者に対する啓発は 

 

◎いじめ、不登校  （学校教育部長 答弁） 

市内小中学校におけるいじめ、不登校の現状  

いじめの認知件数の推移については、平成２１年は１２９件、２２年は７１件、２３年は２６件、２４年は３２件、

２５年は２２件となっている。また、不登校児童生徒数の推移については、平成２１年は１３９人、２２年は１４

７人、２３年は１３３人、２４年は１２７人、２５年は１３６人となっている。 

 

 

 

いじめ認知後の対応と解消について 

いじめを認知した場合、各学校では、いじめ防止基本方針に基づいて、いじめを受けた本人から速やかに

事情を聞く等により、事実確認を行う。その上で、保護者と連携し、校長を中心として組織的に対応するとと

もに、教育委員会にも報告している。いじめの解消については、平成２５年度は、認知された２２件のうち２１

件が解消している。残り１件については、解消へ向けて、指導中である。 

 

 

いじめの未然防止と早期発見のための対応 

各学校では、毎月、全児童生徒を対象にした「学校生活アンケ－ト」を実施するとともに、毎学期、保護

者を対象とした「子どものサイン発見アンケ－ト」を実施している。また、児童生徒の学級満足度や学級生活

意欲を把握するアンケ－ト調査ｈｙｐｅｒ－ＱＵ（ハイパ－・キュ－ユ－）を小学校３年生以上の児童生徒を対

象に実施し、学級で疎外感を感じている児童生徒の把握に努めている。さらに、平成２５年４月から、いじめ

専用ダイヤル「子ども・いじめホットライン」と「子ども・いじめホットメ－ル」を開設し、児童生徒及び保護者か

らのいじめに関する相談を２４時間受けつける体制をとっており、このような取組を通して、いじめの未然防止

と早期発見に努めている。また、昨年度から、教職員のいじめに対する実践的指導力の向上を図るＣＡＰ

（キャップ）研修会を実施し、研修の成果を学級経営や生徒指導に生かし、いじめの起こりにくい学校づくりに

役立てている。 
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いじめ問題対策連絡協議会等の設置条例も成立したが、その後の動向は 

１０月２８日に第１回いじめ問題対策連絡協議会を開催し、関係機関、関係団体、関係各課の代表が一

堂に会して、いじめ防止対策推進法に基づく上尾市の対応や上尾市のいじめ問題に関する施策の推進に

ついて協議を行い、上尾市全体でいじめの根絶へ向けた取組を推進していくという共通認識を確認したとこ

ろである。また、教育委員会の附属機関であるいじめ問題調査委員会委員については、１１月定例教育委

員会で承認され、今後、委嘱及び第１回の会議を行う予定である。 

 

 

危険ドラッグ  （学校教育部長 答弁） 

小中学生の早い段階からの危険ドラッグの危険性の周知、啓発など、教育現場での指導の現状に
ついて 

全小中学校では薬物乱用防止に関する専門的な知識を有する学校薬剤師・警察職員・薬物乱用防止

指導員等の外部講師の協力等を得ながら、薬物乱用防止教室を、年１回以上、実施しており、危険ドラッ

グについても周知している。また、小中学校の保健の授業では、シンナ－や覚醒剤・大麻等とあわせて、危

険ドラッグについても指導し、一回の乱用でも死に至ることや、個人の心身の健全な発育や人格形成を阻害

するだけでなく、地域社会にも深刻な影響を及ぼすこと等を指導している。さらに、薬物乱用防止に関する

ポスタ－を作成し、埼玉県主催の「薬物乱用防止啓発ポスタ－コンク－ル」には、小中学校で２１４点の作

品を出品した。このように、関連するポスタ－の作成や掲示・リ－フレットの配布等により、危険ドラッグを含む

薬物乱用防止については学校教育活動全体を通して、日々行っているところである。 

 

小中一貫教育  （学校教育部長 答弁） 

小中一貫教育における文部科学省の研究校や北本市の取組についての検討結果 

北本市では、小中学校１２校のうち、小学校２校と中学校１校の３校が、小中一貫教育推進モデル校の

委嘱を受け、取組んでいる。小中一貫教育は、地域の実情を踏まえ、特性を生かした教育を推進すること

が重要であることから、上尾市教育委員会では、平成２６年度重点事項の一つに「小・中学校の『連携教育

から一貫教育へ』」を掲げ、各学校の特色を生かせるよう、教育行政を推進しているところである。これを受

けて、各小・中学校では中学校区を中心に、小・中学校教職員の連携強化のための合同研修会や児童生

徒の交流活動を実施している。さらに、中学校の教員が小学校に出向いて行う出前授業、９年間の系統性

を考えた生徒指導表や学習系統表を作成するなどにより、小・中学校の滑らかな接続と学びの連続性を重

視した取組を推進しているところである。 

 

 

今後導入していく考えは 
小・中学校の施設や設備の問題、教員免許の問題、教育課程編成上の違いから発生する児童生徒の

転出入時の未履修等の課題があることから、教育委員会としては、現在推進している「連携」から「一貫」を

充実させていきたいと考えている。 
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○児童生徒、保護者、教職員との信頼関係を築き、適切且つ迅速な対応を行うためにも複数年
にわたり同じ相談員やスク－ルカウンセラ－からカウンセリングを受けられることが重要だと思うが、
現状は 
さわやか相談員とスク－ルカウンセラ－は、年度ごとに採用されることから、同じ学校に継続して配置され

ない場合もあるが、各学校では、さわやか相談員やスク－ルカウンセラ－が代わっても、児童生徒・保護者

が安心してカウンセリングを受けることができるよう、教育相談主任等が中心となり校内教育相談体制を整

えている。 

 

 

 

○危険ドラッグの教職員に対する研修体制は 
各学校では、毎年２回、県が主催している薬物乱用防止研修会に、養護教諭や保健主事・体育担当が

参加し、危険ドラッグや薬物乱用の情報を取り入れ、教職員が共有している。 

 

 

 

○危険ドラッグの保護者に対する啓発は 
各学校では、保護者に対して薬物乱用防止に関するリ－フレットを毎年配布して啓発している。また、各

校で開催される薬物乱用防止教室にも、保護者の参加を呼びかけ、家庭においても薬物における危険性

や違法性等について指導していただけるように依頼している。 
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◆星野 良行 議員 

１ 危険ドラッグ対策について   

(1) 学校教育での取組みについて 

・薬物乱用防止教室の回数を増やす考えは、どのような教材を使用しているか 

・保健の授業での教職員に対する研修体制は 

 

◎危険ドラッグ対策について  （学校教育部長 答弁） 

学校教育での取組みについて 
全小中学校では、薬物乱用防止に関する専門的な知識を有する学校薬剤師・警察職員・薬物乱用防

止指導員等の外部講師の協力等を得ながら、薬物乱用防止教室を、年１回以上実施し、危険ドラッグにつ

いても周知している。この薬物乱用防止教室には、保護者にも参加を呼びかけ、家庭においても薬物におけ

る危険性や違法性等について指導していただけるように依頼している。また、小中学校の保健での授業では、

シンナ－や覚せい剤・大麻等とあわせて、危険ドラッグについても指導し、一回の乱用でも死に至ることや、

個人の心身の健全な発育や人格形成を阻害するだけでなく、地域社会にも深刻な影響を及ぼすこと等、を

指導している。国や県でも、危険ドラッグの実態把握の徹底や危険ドラッグの危険性についての啓発の強化

に取組んでいるので、今後も、危険ドラッグの危険性について子どもたちに十分理解させ、薬物乱用防止の

徹底を図っていく。 

 

 

○薬物乱用防止教室の回数を増やす考えは、どのような教材を使用しているか 
各学校、年１回以上の開催となっているが、非行防止教室やふれあい講演会、学校保健委員会等で薬

物乱用防止について取り上げている学校もあることから、今後もより多くの機会で薬物乱用防止の指導をし

ていく。また、使用する教材についてであるが、県警少年サポ－トセンタ－非行防止指導班「あおぞら」が作

成したパワ－ポイントや県が作成したリ－フレットを活用している。 

 

 

○保健の授業での教職員に対する研修体制は 
各学校では、毎年２回、県が主催している薬物乱用防止研修会に、養護教諭や保健主事・体育担当が

参加し、危険ドラッグや薬物乱用の情報を取り入れ、教職員が共有している。 
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〔平成２６年１２月１５日（月曜日）〕 

◆伊藤 美佐子 議員 

 １ （仮称）上尾市中央図書館について  

・基本構想（案）はいつ頃から、どういうメンバ－で作成したのか 

・基本構想（案）作成には、コンサルタントは関わったのか 

・基本構想（案）を作成する上で、一番力を入れた部分はどこか 

・パブリックコメントの状況について 

・アンケ－トやパブリックコメントで頂いた市民の声は今後どのような形で反映させていくのか 

また、今後市民の関わり方は 

・市民の声を視野に入れた上での、新中央図書館に対する考え方について 

・居心地のよい空間とは、現段階でどのようなことを考えているのか 

・図書館建設の担当部署はどこであるか 

・全庁を挙げてプロジェクトを作り行うべきと考えますが、意見をお知らせください 

・内部検討会は何回ぐらい開かれたのか。そこでの主な意見は 

・用地取得が平成２９年度になる理由について 

・土地所有者との契約は済んでいるのか。また、平成２９年度になることを了承しているのか 

・基本設計の業者選定の入札方法について 

・公共施設マネジメントで公共施設の統廃合など今後の確定後に改めて複合施設への考え方

を 

含め、基本設計をしても遅くないのではないか 

・事業のＰＦＩ方式の導入の検討について 

・他の自治体の図書館視察をされたのか。そこから得たものは何か 

 

（仮称）上尾市中央図書館について （教育総務部長 答弁） 

○基本構想（案）はいつ頃から、どういうメンバ－で作成したのか  

基本構想（案）は、本年５月から、図書館を中心に、教育総務部教育総務課、生涯学習課、行

政経営部行政経営課、施設課で内部検討会を開催し、また、本年７月から利用者から広く意見を

求めるために組織した上尾市図書館建設懇話会を４回実施し、また、２回の上尾市図書館協議会

にて検討を行い、さらに教育委員会でも協議を行い作成した。 

 

 

○基本構想（案）作成には、コンサルタントは関わったのか 

基本構想（案）の作成は、コンサルタントには委託せず、職員、懇話会、協議会、教育委員会に

て検討してきた。 

 

 

○基本構想（案）を作成する上で、一番力を入れた部分はどこか  

平成２２年度に策定された「上尾市図書館サ－ビス計画」の基本理念である「くらしに役立ち市

民とともに歩む図書館」を目標とし、現図書館（本館）の現状を踏まえ、施設やサ－ビスの充実に視

点をおき検討してきた。具体的には、開架冊数を現在の約１２万冊から約２８万冊に増やすことや、

閲覧席や学習席を増やすなど利用しやすい図書館を目指している。 
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○パブリックコメントの状況について  

「パブリックコメント」であるが、１０月２５日～１１月２１日まで、市のホ－ムペ－ジ、本館を含む２３

か所で実施した。３５人の方より、電子メ－ルやファックス、又は、直接窓口に意見をいただいてい

る。主な意見としては、新図書館の位置や現図書館の活用に関すること、在来バスやぐるっとくん

等交通手段の更なる充実に関すること、閲覧席・学習室等施設の拡充、図書資料やサ－ビスの

充実に関すること等があった。 

 

 

○アンケ－トやパブリックコメントで頂いた市民の声は今後どのような形で反映させていくのか。また、

今後市民の関わり方は  

アンケ－トやパブリックコメントで市民の方々から多くの意見をいただき、一部基本構想に反映し

たが、今後、実施する基本設計においても、上尾市図書館建設懇話会等の意見や、いただいた市

民からの意見を参考にしながら、進めていきたいと考えている。また、平成２７年度に見直しを予定

している「上尾市図書館サ－ビス計画」においてもそれらの意見を参考にさせていきたいと考えてい

る。 

 

○市民の声を視野に入れた上での、新中央図書館に対する考え方について  

「図書館建設に対する考え方」であるが、まず、現図書館本館は、蔵書数や閲覧スペ－スはもと

より、市民の多様なニ－ズに対応するには不十分な状況となっている。長年の懸案事項と認識し

ている。新中央図書館は、「誰もが集える安全で居心地のよい空間として」、「調査研究・情報化機

能の拠点として」また、「図書館システムの中心」となる図書館を目指している。 

 

○居心地のよい空間とは、現段階でどのようなことを考えているのか 

充実した図書資料が有り、ゆったりした閲覧・学習スペ－スや、疲れたらコ－ヒ－を飲めるような

コ－ナ－が設置され、長時間滞在できる安心安全な学習の場を考えている。 

 

 

○図書館建設の担当部署はどこであるか 

図書館及び教育総務部を中心に、関係部署と協力して進めている。 

 

 

○全庁を挙げてプロジェクトを作り行うべきと考えますが、意見を伺いたい  

これまでも、図書館を中心に、教育総務部教育総務課、生涯学習課、行政経営部行政経営課、

施設課で内部検討会を進めてきた。今後も、関係部署と連携を図り、また指摘のとおり、全庁で検

討し進めていく。 
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○内部検討会は何回ぐらい開かれたのか。そこでの主な意見は 

内部検討会は、本年２月から、１０月まで計７回開催している。懇話会委員の人選等や、基本構

想（案）の作成に対し、意見を出し合い検討してきた。特に、基本構想（案）について、現図書館の

現状と課題を踏まえ、機能の充実をどのように図るか、具体的に各部門の計画や管理運営につい

て協議してきた。 

 

 

○用地取得が平成２９年度になる理由について  

本事業は、土地収用法に基づく「事業認定」を取得し進めていく。事業認定を受けますと、土地

の収用権が認められ、土地所有者にも税制上のメリットが生まれる。そして、この事業認定の申請

は、実施設計の完了後で、建設に関する許認可をすべて取得した後でなければないとされている。

従って、平成２７年度の基本設計、平成２８年度の実施設計を踏まえると、用地取得時期は、最

短でも平成２９年度となる。 

 

 

○土地所有者との契約は済んでいるのか。また、平成２９年度になることを了承しているのか  

土地所有者と上尾市は、「（仮称）上尾市中央図書館用地の売買に関する契約についての覚

書」を締結し、図書館建設に関わる土地売買契約について確認している。 

 

 

○基本設計の業者選定の入札方法について  

平成２７年度に予定している新中央図書館の基本設計の入札方式は、条件付き一般競争入札

やプロポ－ザル方式等が考えられるが、今のところ決定していない。今後検討していきたいと考え

ている。 

 

 

○公共施設マネジメントで公共施設の統廃合など今後の確定後に改めて複合施設への考え方を
含め、基本設計をしても遅くないのではないか。  

現図書館本館は、「自分の求める資料が少ない、くつろげる場所や施設・設備がよくない」との意

見が多く、また、中央図書館には「ゆっくりくつろいで図書館資料を読むスペ－スがあること、十分な

駐車場があること」などを望むとの意見が多く、建て替えは、なるべく早く実現させる必要があること

から計画を進めているところである。なお、この図書館の建て替えは、今後策定される公共施設マ

ネジメントとも調整を図りながら検討していきたいと考えている。 
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○事業のＰＦＩ方式の導入の検討について  

まず、ＰＦＩの導入についてだが、本事業は、土地収用法に基づく事業認定を受け、用地を取得

するもので、民間であるＰＦＩ事業者には事業認定はできないとの県の回答があったので、ＰＦＩ事業

は予定していない。 

 

 

 

○他の自治体の図書館視察をされたのか。そこから得たものは何か。  

図書館建設の参考とするため、いくつかの図書館を視察した。まず、飯能市立図書館であるが、

この図書館は、地場産業の西川材使用し、多くの閲覧席を備え、非常にゆったりした空間を味わえ

るものであった。また、宇都宮市立南図書館は、開架冊数を増やすための書架構成の工夫がされ

ており、さらに、東京都北区立図書館は、郷土資料の充実に力を入れた図書館で、「北区の部屋」

という北区のことが解る部屋を設置していたり、それぞれの図書館に特徴があり、今後、上尾市の

図書館建設の参考になった。 

 


